
 

公益財団法人長崎松下財団  

2026 年度（前期） 活動助成事業 募集要項 

 

 

１ 助 成の  目的 

地  域における 文化 ・芸  術・スポ ー ツ 分野で 活動  する 個人または団体  へ

の助成  を 実  施す  るこ  とで 、 地  域住  民の 主  体的 ・創  造的な 文化 ・芸 術 ・ス

ポ  ー ツ に関  する 活動  を支 援、 奨励す  る。 

 
２ 助 成対 象テーマ 

 
文  化・芸 術・スポ ーツ に関  する 活動 

 

３ 助 成対 象活動の要件 

下  記の条  件を いず れも 満た す活 動とす  る 。 

（１）長 崎県 内を  活動  の 基盤  と し てい る  こ と 

（２）文 化・芸術 ・ス ポー ツに関 す る 活動  であ る こ と 

 
４ 応 募者 の 要件 

当  該助成 事業 への  応募 者は  、助成対象活動の  要件  を 満た す  活動 主体で

あ る個人  また  は団  体の  代表  者とす る 。 

 

５ 助 成金 額及び  助成  件数 

（１）助 成金 額 

助  成１ 件当 たり 5-30 万円 

（２）助 成件 数 

年間  （前  期  ・後 期  合  わ せ て ） 10 件 程度 

 
６ 助 成金 の 使途 

活  動に係 る諸 経費  とす  る。但し 、助成対 象活 動に  関わ  らな  い 団体  運営 の

費用や 要員の人 件費  など  は対 象外 とする  。 

７ 助成金支  給時  期 2026年10月 下旬  予定 

 
８ 応 募方 法 

当  財団の ホ ー ムペ ージ （h t  t  ps: / / n-m f.o r. jp /wps  ys /pro  jec t / ）から

申  請書を 取得 し、必要事項を 記入の うえ 当財団の  事務 局あ  て郵便  ま た

は 電子メ ー ル  で応  募す る。 

９ 応募期間 2026年 3月1 日 か ら 2026 年 8月 31日ま で 

 
１ ０ 選 考方  法 

選  考委員会が 、当  財団  の 「助 成事  業実  施基準」に基  づき 総  合的  な判
断  を踏ま え て 助成  対象  活動 を選 考し 、理事  会が 選考  委員会の選  考結
果  に基づ き 助  成対  象活  動を  決定  する 。 

 
１ １ 採 否の  通知 

当  財団の ホ ー ムペ ージ で 選  考結 果を 公表す  る と とも に、応募者に 対し 

て採否を 郵送  また  は電  子メ ール にて 報告す  る  。 

１ ２ 助 成金  の 交付 助  成金は 申請  者の 指定  する  銀行  口座 等に振  り込 む。 

 

１ ３ 受 給者  の 義務 

●  助成金の交  付が 決定  した 申請 者は  、ただち に所  定の 助成 受諾書  を 当

財  団に提 出す る 

●  助成金の交  付を 受け  た 申  請者  は、ただちに 所定  の 助成  金受  領書  を 当

財  団に提 出す る 

●  活動終了後  90 日  以内 に 、そ の実  施結 果を以下の書面で当 財団 へ 報

告  する。 

・活動結 果報 告書 

・助成金 使用 実績 報告 書（※領 収書 、受領 書等添付 してく ださい） 



 
 

 

１ ４ そ の 他 

（１ ）申 請書に  記載  され た個人情  報は 、助成 に関  し、選考 委員会  並び に

各選考  委員  へ提  供し 、この選  考結  果の  連絡  及び 公表等のた  め に

利用す る こ とが  ある 。但し 、利用  は 目  的の 達 成に 必要な 範囲 で 

行う。 

（２）申 請書等提 出さ れ た 書面  は 採  否に関 らず 一切  返却し ない 。 

（３ ）当 財団は、助  成金の受給者の 活動  報告 を  、印刷 物及  び 電子 

デー  タ 、当財 団の  ホ ームページ、そ の  他の 方法  で公 表す るこ 

と がで き る。また、公益  に 資する と思 われ  る公  共の  デ  ータ  

ベ  ースサ  ービ スに登 録す るこ とも でき る。 

（４ ）虚 偽の 申  請や 報告  を行った  場合 、ある  いは  、受給 した 助成金に よ っ

て実 施さ れた 活動  に 関 して  不  正行  為が あ  っ た場合には  、助  成 金

の返  金を  求め る こ とが ある  。 

（５）申 請書  提出後 、当財団事務 局から内容 につ  いて  問い 合わ せ  を行 う

場合が あ る  。選考経 過と 結果に関  する 個別  の  お 問い  合わせ  に つ

いては  応じ ない 。 

 

１ ５ 照 会先 

公  益財団法人  長崎 松下  財団 

〒  853-0041 長崎  県五  島市 籠淵  町 2064 番 地 11 

TEL: 080-8856-8182  

E-mail info@n-mf.or.jp 


